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秋田市公立大学法人評価委員会 平成２５年度第２回 議事概要

Ⅰ 日 時 平成２５年７月８日（月）午後１時３０分～３時３０分

Ⅱ 会 場 秋田市西部市民サービスセンター３階大会議室

Ⅲ 出席者 【委 員】 野田 敏明 委員長

鐙 隆千代 委員

小田 信之 委員

佐野 元彦 委員

堀井 照重 委員

【公立大学法人秋田公立美術大学】

樋田理事長兼学長

岩本副理事長

松本理事兼副学長

堀井理事兼事務局長

【公立大学法人秋田公立美術大学事務局】

近藤総務課長

工藤学生課長

北嶋企画・評価室室長補佐

小川主席主査、水澤主査

【評価委員会事務局】

佐藤企画財政部長

山田企画調整課長

福田企画調整課参事

千田企画調整課課長補佐

加藤主席主査、佐藤主事

Ⅳ 配付資料 資料１ 公立大学法人秋田公立美術大学中期計画

資料２ 公立大学法人秋田公立美術大学 中期目標・中期計画比較表

資料３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画および資金計画

資料４ 公立大学法人秋田公立美術大学の業務実績に係る評価基本方針（案）

資料５ 公立大学法人秋田公立美術大学の各事業年度に係る業務の実績に

関する評価基準（案）

資料６ 公立大学法人秋田公立美術大学の中期目標に係る業務の実績に関

する評価基準（案）

Ⅴ 議事経緯

開 会

事務局 ただいまから平成２５年度第２回「秋田市公立大学法人評価委員会」を

開会する。

全委員のご出席をいただき、本委員会条例に規定されている定足数を満
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たしていることを報告する。

事務局 新委員を紹介させていただく。

（清水前委員の後任として、日本銀行秋田支店長の小田信之委員を紹介）

中期計画の作成者である公立大学法人の出席者を紹介する。

（出席者紹介）

事務局の市職員を紹介する。

（出席者紹介）

それでは、会議の進行を、委員長にお願いする。

委員長 次第にしたがって議事を進行する。

第１の議題は公立大学法人秋田公立美術大学の中期計画についてである。

７月５日付けで秋田市長から評価委員会に対して、地方独立行政法人法

の規程により、公立大学法人秋田公立美術大学の中期計画について認可を

検討したいので、貴委員会の意見を求める旨の文書をいただいている。そ

れにしたがって進行する。

公立大学法人秋田公立美術大学から説明をお願いする。

【議事(1) 公立大学法人秋田公立美術大学の中期計画について】

公立大学法人 （資料１、２に基づき説明）

公立大学法人 （資料３に基づき説明）

委員長 中期計画について質疑等があればお願いする。質疑等の終了後、各委員

から意見をうかがいたい。

委 員 【２５年度】の目標と書かれているものについては、概ね着手している

ものと理解してよろしいか。

公立大学法人 ２５年度に関しては、既に着手しているもの、着手の見込みがある程度

できているものがほとんどである。

委員長 今年度は中期計画そのものが遅れており、これから作成される年度計画

と見比べると内容が分かってくると思う。

「資料２」の１０ページの「社会貢献に関する目標」で、（３）「地域連

携事業として、以下の項目を中期的に実施する。」とあり、「産学官連携事

業数」の数値目標が６年間で「２０件以上」となっているが、２５年度の

年度計画では、どういう形になるのか。

公立大学法人 指標に関しては６年間の数値と考えている。

【短期】と書いてあるものに関しては２年間のうちに着手して実現し、

【中期】に関しては４年間のうちに着手して実現する。

年度計画においても【短期】【中期】【長期】、【着手をする】については、

記載することになっている。
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委員長 ２５年度の年度計画に具体的な表記がいくつか出てくるという理解でよ

ろしいか。

公立大学法人 ２５年度から係るものに関しては、そのような表記になる。

委 員 １１ページの「交流提携大学数：３校以上」は、６年間のトータルの表

記なのか。

公立大学法人 ６年間のトータルの表記である。

委員長 「以上」となっているので、最低限度の数値であると思われる。

委 員 中期計画は前提であるので、「見直す」という文言はあまり入らず、年

度計画で出てくるのか。

他大学と比較してどうなのか。

委員長 市が中期目標を立て、その目標にしたがって中期計画の６年間の内容が

今回示され、意見を求められている。この中期計画に基づき、年度ごとの

具体的な内容と数値目標が出てくると思うが、今年度はずれているので見

えにくいところがあるかもしれない。

「見直し」ということではなく、目標や計画を実施するということであ

り、結果的にはできないものが出てくると思うが、それを評価委員会で説

明も聞きながら評価するという流れである。

委 員 了解した。

委 員 他大学では折り返しの３年目、３年終了したところで次の中期計画の策

定があるので、中間見直しをかけているのではないか。

委員長 正確な評価は６年間が終了してから行うが、最終年度の前年度、４年の

後期あたりから中間評価のような感じで、改善部分や拡充部分の意見をい

う機会を作る形になるかと思う。

委 員 ３年をめどに見直しをするという文言が入るイメージがある。年度ごと

に改訂は可能と思うがどうか。

委員長 項目に入ってくると思われる。年度の評価や全体を見回した中期的な評

価がおきてくれば、意見を言う機会はあると思う。

公立大学法人 補足してよろしいか。

基本的にこの中期計画は期間終了での文言の修正はありえる。

達成できないから下方修正するということではなく、できたばかりで不

備があったり、もっと目標を上げないといけない場合もある。たとえば大

学院で高度な勉強をしてもらうというような問題があり、今年入学の学生

の卒業に合わせて修正するなど、いろいろな意味で修正はありえる。
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委員長 この件について、よろしいか。

委 員 了解した。

委 員 中期計画が作成されたとき、初年度の年度計画もできていなければなら

ないのではないか。

公立大学法人 中期計画の中から今年度実施すべき数値目標や６年間で実施すべきこと

で今準備することを全部抜き出して、今年度実施する部分をはっきりさせ

る。年度計画は今作成中であり、もう少し後に届出することになる。

委員長 年度計画は、中期計画を決めてから作業に入ることになる。次回の委員

会では年度計画について確認するという作業になると思うが、それをお願

いしたい。

社会貢献またはその他に入るかと思うが、附属高等学院と現在並行して

運営している短期大学の業務についての記載がないが、現実的には人員等

をかけて実施している。このことが評価できるように、少なくとも年度計

画に記載して評価の対象にすべきではないか。

公立大学法人 秋田公立美術工芸短期大学は公立大学法人が運営しており、２年生が在

学している。

附属高等学院については、地方独立行政法人は附属機関を持てないとい

う法律があることから、附属高等学院については、法人の責任範囲には入

っていない。それからすると中期計画や年度計画に入れるのは無理がある。

委員長 理事長も含め大学の先生がまったく関係ないかというと、現実論として

そうでもない。実態はどうなのか。

公立大学法人 大学の教員が委嘱されて附属高等学院の非常勤の講師を務めるというこ

とはある。通例というより臨時である。附属機関に対する関係というより、

４年制大学の社会貢献の一つとして学院に対して講師を派遣して、社会の

教育の底上げに寄与しているという意味合いなら、社会貢献に位置付ける

ことができると思う。

委 員 附属高等学院の授業料や講師の人件費はどうなっているのか。

公立大学法人 附属高等学院は市の教育委員会の所管となっている。

委 員 附属高等学院の校長も、秋田公立美術大学の教員であるが。

公立大学法人 秋田公立美術大学に籍がある教員もいるが、組織上の関係というよりは、

たまたま委嘱されているという解釈をしている。

委 員 附属高等学院の建物の管理費も、大学の支出の中には入っていないのか。
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公立大学法人 入ってはいない。

委員長 「資料２」の１８ページの「第８ 短期借入金の限度額」について説明

があり、３か月相当額という多い金額が記載されている。

「財政基盤が不安定である」と記載されているが、具体的にはどういう

場合の借入を想定しているのか。

公立大学法人 今すぐ借りるものではなく、不測の事態に対応するため設定している。

委 員 「資料３」で、６年間の予算が計６０億円ということは、年間１０億円

で、それを１２か月で割って、約８千万円が年度の借入としては通常のベ

ースということか。最初の３年間は、８千万円の３倍、２億５千万円を年

度として借り入れる枠の範囲としているということか。

公立大学法人 そのとおり。借入については、運営費交付金や授業料収入がある４月や

１０月以降の資金が減少した時に起こった災害等の場合を想定している。

委員長 ほかに質疑等はあるか。

委 員 科学研究費についてだが、短期大学では採用例が何件かあるのか。

「資料２」の８ページ３（１）ア(ｲ)で、科研費採択数が６年間で５件以

上となっているが、年間１件相当になる。５件という数字は難しいものな

のか。

公立大学法人 件数でいうと大学としては少ない。

美術系大学は論文を書いて研究するという教員が少なく、実技の教員が

中心となる。

文部科学省が運営している科学研究費助成事業の中に、実技を対象とし

て研究費を配分するという領域が作られていない。

我々の領域では、哲学、その中に美術史や美学という若干産業的な要素

があるものがあるが、それくらいに限られている。論文、オーサライズさ

れた冊子のレベルの論文となると、教員数も少ないし、年間１件は鋭意努

力しなければ達成できない数字である。

委員長 科学研究費に限れば非常に厳しい状況とは思うが、他大学等では共同研

究や受託研究等、美術に関する研究もあるのではないか。その分野にも力

を入れていただいて、実績が評価できるような形が一番良いと思われる。

公立大学法人 独立行政法人日本芸術文化振興会の芸術文化振興基金があるが、そこは

研究よりも自主制作を応援するので、教員にはそこに応募してもらいたい

と思っている。

委員長 ほかに質問等はあるか。

委 員 「資料３」の「３資金計画」の受託研究等が６年間で１，２００万円、
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雑益が６年間で２００万円と少なく、全体の中ではなくてもいいような予

算になっているが。

公立大学法人 受託研究等であるが、秋田公立美術大学は工科系大学ではないので、企

業から研究費に１千万円つけるという話はこない。現実的には、まちおこ

しのイベントについて、授業を通してデザイン作成等がくるが、理系のよ

うな金額にはならない。

科学研究費が２００万円というのは、研究費としてもらう金額ではなく、

３割が間接経費として大学に入る金額、その合計が約２００万円だろうと

いうことである。

委員長 ほかに質疑等がなければ質疑を終了し、中期計画に対する意見をいただ

きたい。

委 員 「資料２」の５ページの（３）イの(ｱ)「施設、設備、備品、図書、資料

等の教育環境の充実を図るために、中長期的な計画を策定し、実施する」

が【２５年度】ではなく【２６年度】なのはなぜか。【２５年度】でよい

のではないか。

公立大学法人 ２５年度に全体の調査をしてその結果を踏まえた上で、２６年度にどう

いうふうに反映させるかを決めていきたいということである。

委 員 ２５年度でもよいのではないかと思ったが。

委員長 十分な検討をした上での大学の意向であると思われる。

できたばかりの大学なので、大学運営に労力を費やさざるを得ない実態

があると思う。努力はしてもらうが、２５年度中の３月までまとめるより

は、２７年３月までではなく、できるだけ早めて努力してもらうというこ

とでよいのではないかと思う。

委 員 今までの委員会で、評価するときに数値目標が出ていた方が具体的に評

価をしやすいという意見が出ている。大学がスタートしたばかりで数値が

出しづらい実態はわかるが、短期大学の実績もあるので、数値を出せると

ころは出してほしい。

例えば「資料２」の９ページ（２）のア(ｲ)「外部競争的研究資金の積極

的な獲得を推進する。」というのは件数が出せるのではないか。

１１ページの５の「国際交流」の（３）「海外の大学教員や学生の作品

発表や活動を積極的に受け入れる」についても、受入れ件数が出せるので

はないか。

１４ページの第４の１（１）「科研費」、１５ページの第５の２（３）の

「刊行物」、１６ページの第６の２（２）「インターンシップ」の件数など

については、具体的な数字を出してほしい。

委員長 数値目標に関しては今まで議論を積み重ねてきた。前回も中期計画に数

値を載せるのか、年度計画に載せるのかについて市に聞いたが、今回は、
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他の美術大学の実態を踏まえた上で、中期計画にいくつかの数値目標が記

載されているのではないかと思われる。

中期計画はこれで収め、年度計画にその年度における目標数値を入れて

いただくというのはどうか。

（委員了承）

委員長 数値目標が入った年度計画を作成していただく、という意見について、

大学としてはどうか。

公立大学法人 そのとおりで、年度計画に入れる。

数値が足りないのであれば入れるが、たとえば「資料２」の８ページの

３（１）ア(ｲ)の「査読付論文の掲載」、「公募の入賞数１０件以上」とあ

るが、賞を取るのは難しい。

３（１）イ(ｱ)の「シンポジウム」も数値を入れたが、不十分なところが

あると思うので、それらについては年度計画の方で入れていきたい。

委 員 概ねよしとするが、できる限り、年度計画に数値目標を入れてほしい。

委員長 年度計画については今後、確認することになると思う。

評価委員の意見は市が認可する際に大学に伝えてもらい、意見を踏まえ

て運営してもらうことになると思う。

委 員 意見になるが、９ページの（２）ウの(ｱ)「意匠登録等、研究成果の知的

財産化に関する検討会を設置する。」が【長期】となっていて、平成３０

年度までに実施することとしている。また、１０ページの４「社会貢献」

のところで、（２）「意匠権等、知的財産の管理についての大学における方

針を定める。」、「意匠権の意義を広く社会に啓蒙する。」が【長期】となっ

ている。

学内の準備態勢もあるだろうが、これらについては重要なことであり、

平成３０年度までに実施することではなく、実績を持った教員が多いので、

実施時期を前倒しできないか。

委員長 確認だが、９ページの（２）ウ(ｱ)の【長期】、１０ページの４（１）、

（２）の【長期】、この３つについては【中期】にすべきだという意見で

よろしいか。

委 員 １０ページの４（１）も【長期】では悠長すぎるのではないかと思う。

委員長 一気にできないことがあり、他大学では【長期】や【中期】と表記しな

いで実施しているところが多いと思うが、秋田公立美術大学としては、は

っきりと目標を立てて計画を立てているので、それについては敬意を表す

るが、９ページ、１０ページの３か所については、【長期】ではなく【中

期】に努力してもらうという意見を申し上げるということでよろしいか。



- 8 -

委 員 自分が関わっている大学の中期計画には、【中期】、【長期】等の実施時

期の記載がない。

委員長 そういう意味では画期的で、大学としては積極的でいいと思う。

評価委員会としては、この３か所について、【長期】を【中期】にする

のが望ましいという意見をお返ししたい。

公立大学法人 大学事務局の方で【長期】にした理由があれば説明してほしいが、自分

としては【中期】でもよいと思う。

公立大学法人 あくまでも３０年までに仕上げるということで、３０年にやるというこ

とではない。

たとえば、１０ページの４（１）に「アートプロジェクト、展覧会、商

品開発等」と事例が記載されているが、できるものについては２５年、２

６年とやっていくが、最終的に仕上げるのが３０年までかかるだろうとい

うことで、【長期】という表現にしている。

公立大学法人 ９ページの（２）ウの(ｱ)「検討会を設置する」のに【長期】というのは

変ではないか。

公立大学法人 意匠権の勉強はすぐできるが、それを知的財産にするやり方は難しいと

いう判断で、検討会を作って守っていこうというニュアンスで書いている。

委員長 １０ページの４（１）については、説明をいただいたが、９ページの（２）

ウの(ｱ)、１０ページの４（２）の【長期】については、もう少し説明をお

願いする。

公立大学法人 【長期】にした理由の説明を求められたので、意匠権のような検討会は

すぐできるが、それを知的財産化するのは時間がかかるので、検討会を作

って３０年までにはきちんとしたものを作っていきたいということで【長

期】にした。

委員長 １０ページの４（１）については「商品開発」は厳しいというのがあっ

たので、これは【長期】に残して、委員の意見を聞かなければならないが、

委員会の意見としては９ページの（２）ウの(ｱ)の【長期】と１０ページの

４（２）の【長期】は【中期】にしていただきたいということでどうか。

公立大学法人 評価委員会の意見は市にいったん返して、市の方から公立大学法人とや

りとりをさせていただきたい。

委員長 【中期】、【長期】の実態を聞いた上で、私としては、１０ページの４（１）

は【長期】でよいのではないか。他の部分については【中期】がよいので

はないかと考える。その旨、委員会意見として集約したい。

委 員 「資料２」の【短期】、【中期】、【長期】、【平成２６年度までに実施】、【平



- 9 -

成３０年度までに実施】というのは、大学の説明を聞くと、「～までに実

施」というのは、それまでに完了させるという意味合いという説明である。

【平成２５年度】【平成２６年度】というのはその年度に実施する、ま

たはその年度から実施する。言葉の定義がわかりにくい。取りかかりなの

か完了なのか、その時々により、見方によっては変わる可能性がある。

委員長 設置というのは、そこまでに設置するということであり、開発を実施す

るということはそこまでに実施するということである。

１０ページ４（２）の「啓蒙する」というのは適切ではないかもしれな

いと思う。

公立大学法人 ９ページの（２）ウ(ｱ)については、文章だけを読むと、６年間の最後に

設置すればよいと読める。大学事務局が念頭においているのは、最後の６

年目に検討会を作るという意味ではなく、検討会を早くから始めていて、

知的財産化というものの制度化を６年間のうちにきちんと構築したいとい

う、そういう意味合いである。誤解が生じるのは文章に問題があるので修

正したい。

理事が説明したように、知的財産化という制度を長期的に創出する旨、

修正したい。趣旨はそういうことと理解していただきたい。

１０ページについては、できるものから次々やっていくという趣旨で書

いてあるということである。スピード感がないと思うので注意したい。

委員長 ９ページに関しては、制度創出の方向で文書に加えてもらう、１０ペー

ジに関しては、スピード感を表現してもらうという意見を申し上げるとい

うことでよろしいか。

（委員了承）

委 員 【中期】、【長期】と入れるのはどうか。

委員長 大学として中期計画を立てるのに、画期的なことだと思う。これをはず

すと、最終年度に実行するという形で、どんどん遅れていくことが考えら

れる。意気込みを感じるのでこの表現は入れていただきたい。

委 員 ９ページ、１０ページのことであるが、１０ページの４（２）の「意匠

権等、知的財産の管理についての大学における方針を定める。」は、「社会

貢献に関する目標」ではなく、９ページのウの「措置」に入ってくるので

はないか。「知的財産化に関する検討会を設置し、知的財産の管理につい

ても大学における方針を定める」という。これは前のページに入る文章で

はないか。

社会貢献については、「セミナーを開講し、意匠権の意義を広く社会に

啓蒙する」というのではないか。

委員長 意匠権や知的財産は、大学自らというよりも、企業などの依頼に基づい

て関連するようなことが実態としては多いと思われる。それでこの部分に
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入れているのではないか。

委員が言われるように境界線は難しいと思う。研究の一貫として社会貢

献につながる話なので、委員の発言について大学としてはどうか。

公立大学法人 文章だけ読むとそのように読めると思う。

９ページについては、芸術大学においては知的財産というものがありう

るのか。意匠権というのはデザインであり、他をまねしているのではない

ということである。デザイン系ではやりやすい。知的財産としてお金と結

びつけていくということ。絵をもってどうしたらそれが知的財産といえる

のか、根源的な問題が隠れている。どこの美術大学でもしていないがやっ

てみようというのが、９ページである。

１０ページについては、現場主義で、世間で流通している意匠権とか知

的財産があるが、これを教育研究の中で具体的に活用すればどういうこと

があるかという実用的なことの発想が強かった。スピード感などと併せて

整理する。大きな意味づけの違いが明確になるように修正したい。

委員長 ただいま意見や指摘いただいた点について、評価委員会事務局で取りま

とめ、法人側が修正する旨の意思をお持ちであることから、それをまずは

法人側へ提供してほしい。なお、中期計画に修正があった場合は、再度審

議することとしたい。

では次の議題に入る。

（公立大学法人関係者退席）

（評価委員会事務局が説明者席へ移動）

【議事(2) 公立大学法人秋田公立美術大学の業務実績に係る評価基本方針について】

【議事(3) 公立大学法人秋田公立美術大学の各事業年度に係る業務の実績に関する評価基準

について】

【議事(4) 公立大学法人秋田公立美術大学の中期目標に係る業務の実績に関する評価基準に

ついて】

事務局 （資料４、５、６に基づき説明）

委員長 この案は、県の秋田県立大学、国際教養大学の評価基準をそのまま横並

びで作っているが、次年度に２５年度を評価するために決めておきたい。

意見がある場合は、７月末までに事務局に報告していただき、それを事

務局で、修正箇所が分かるように案を作成し、８月以降メール等で各委員

に送付していただきたい。

それに対してまた各委員から意見を出していただいて、私は途中経過と

して事務局と打合せをするが、１１月の第３回評価委員会で、評価基本方

針、評価基準が確定できるようにしていきたいと思っている。

説明の中で、１点だけ意見がある。

「資料５」および「資料６」の３の「評価の基準」が同じ評価基準にな

っていない。たとえばＡの評価については、「資料５」の年度計画

では９０％以上がＡだが、「資料６」では９８％でもＢになる。

「資料６」の「様式１」を見ていただくと、毎年２５年度から３０年度
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まで、Ａ、Ｂ、Ｃと年度ごとにある項目について表示が出てくるが、たと

えば「各事業年度の評価」がオールＡになったとしても、「中期目標に係

る業務の実績に関する評価基準」が１００％いかなければＢになる。

それはおかしいので、今回の経過措置としては同様に扱うと記載されて

いるが、少なくとも評価の基準は同じでいいのではないか。

ほめるところはほめて、改善すべきところは改善してもらうということ

でよいのではないかと思う。

委 員 賛成である。

事務局 ご意見を踏まえ、改良させていただく。

委 員 評価基本方針、評価基準については、参考とした県で作成したものと比

較できるよう、アンダーライン等を引いて明示した資料を作成し、メール

で送ってもらいたい。

委員長 では、議事を終了し、進行を事務局へ返すこととする。

【議事(5) その他】

事務局 それでは、(4)の「その他」として、事務局から説明をする。

事務局 平成２５年度第３回の会議は１１月下旬に開催となる見込みである。

詳しい日程については、ご都合を確認したうえ、後日あらためて案内さ

せていただく。

第２回会議録については、まとまり次第、電子メールでお送りする。

以上である。

事務局 平成２５年度第２回秋田市公立大学法人評価委員会を終了する。

閉 会

Ⅵ 次回開催 平成２５年１１月を予定


